
議案第１２号

   大口町介護保険条例の一部改正について

 大口町介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとする。

  平成２７年３月４日提出

大 口 町 長  鈴 木 雅 博  

 （提案理由）

 この案を提出するのは、第６期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画の策定

等に伴い、この条例の一部を改正するため必要があるからである。





   大口町介護保険条例の一部を改正する条例 

 大口町介護保険条例（平成１２年大口町条例第２１号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条中「１０人」を「１２人」に改める。 

 第３条の２第１項第３号を削る。 

 第４条第１項各号列記以外の部分中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平

成２７年度から平成２９年度まで」に改め、同項第１号中「１万８，０００円」を

「２万２５０円」に改め、同項第２号中「１万８，０００円」を「２万９，２５０

円」に改め、同項第３号から第６号を次のように改める。 

 (3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ３万１，５００円 

 (4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ３万６，０００円 

 (5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ４万５，０００円 

 (6) 次のいずれかに該当する者 ５万４，０００円 

  イ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定

する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）が１２５万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

  ロ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護

者（以下「要保護者」という。）であって、その者が課される保険料額につ

いてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態とな

るもの（令第３９条第１項第１号イ（(１)に係る部分を除く。）、次号ロ、

第８号ロ、第９号ロ又は第１０号ロに該当する者を除く。） 

 第４条第１項第７号中「５万４，０００円」を「５万６，２５０円」に改め、同

号イ中「１２５万円未満」を「１９０万円未満」に改め、同号ロを次のように改め

る。 

  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号ロ、第９号ロ又は第１０号ロ
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に該当する者を除く。） 

 第４条第１項第８号中「５万６，２００円」を「６万７，５００円」に改め、同

号イ中「１２５万円以上１９０万円未満」を「２９０万円未満」に改め、同号ロ中

「又は次号ロに該当するものを除く」を「、次号ロ又は第１０号ロに該当するもの

を除く」に改め、同項第９号中「６万７，５００円」を「７万２，０００円」に改

め、同号イ中「１９０万円以上」を削り、同号ロ中「に該当するものを除く」を「又

は次号ロに該当するものを除く」に改め、同項第１０号中「７万８，７００円」を

「８万３，２５０円」に改め、同号を同項第１１号とし、同号の前に次の１号を加

える。 

 (10) 次のいずれかに該当する者 ７万８，７５０円 

  イ 合計所得金額が１，０００万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該

当しないもの 

  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分によ

る額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第

１項第１号イ（(１)に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

 第６条第３項中「及びハ」を「若しくはニ」に、「又は第５号ロ（以下「被保護

者等該当規定」という。）」を「、第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ又は

第９号ロ」に改め、「属する月から」の次に「令第３９条第１項第１号から第９号

までのいずれかに規定する者として」を加え、「被保護者該当規定による」を削る。 

 附則に次の１条を加える。 

 （地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１４条に規定する介護予防・日

常生活支援総合事業等に関する経過措置） 

第８条 法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に

ついては、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施

を図るため、平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日までの間は行わず、

平成２９年４月１日から行うものとする。 

２ 法第１１５条の４５第２項第４号に掲げる事業については、その円滑な実施を
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図るため、平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの間は行わず、平

成３０年４月１日から行うものとする。 

３ 法第１１５条の４５第２項第５号に掲げる事業については、その事業の実施に

必要な準備のため、平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの間は行

わず、平成３０年４月１日から行うものとする。 

４ 法第１１５条の４５第２項第６号に掲げる事業については、その円滑な実施を

図るため、平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの間は行わず、平

成３０年４月１日から行うものとする。 

   附 則 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 改正後の大口町介護保険条例第４条の規定は、平成２７年度分の保険料から適

用し、平成２６年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

- 3 -



大口町介護保険条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

 （介護認定審査会の委員の定数）  （介護認定審査会の委員の定数） 

第２条 大口町介護認定審査会（以下「認定審

査会」という。）の委員の定数は、１２人と

する。 

第２条 大口町介護認定審査会（以下「認定審

査会」という。）の委員の定数は、１０人と

する。 

 （市町村特別給付）  （市町村特別給付） 

第３条の２ 町は、次に掲げる種類の市町村特

別給付を行う。 

第３条の２ 町は、次に掲げる種類の市町村特

別給付を行う。 

 (1) 介護用品購入支援費  (1) 介護用品購入支援費 

 (2) 介護保険在宅サービス利用支援費  (2) 介護保険在宅サービス利用支援費 

  (3) 介護保険在宅訪問理美容支援費 

２ 略 ２ 略 

 （保険料率）  （保険料率） 

第４条 平成２７年度から平成２９年度までの

各年度における保険料率は、次の各号に掲げ

る第１号被保険者の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める額とする。 

第４条 平成２４年度から平成２６年度までの

各年度における保険料率は、次の各号に掲げ

る第１号被保険者の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める額とする。 

 (1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４

１２号。以下「令」という。）第３９条第

１項第１号に掲げる者 ２万２５０円 

 (1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４

１２号。以下「令」という。）第３９条第

１項第１号に掲げる者 １万８，０００円

 (2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ２

万９，２５０円 

 (2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 １

万８，０００円 

 (3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ３

万１，５００円 

 (3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者のう

ち、本人の地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）第２９２条第１項第１３号に規定

する合計所得金額（以下「合計所得金額」

という。）が１２０万円以下のもの ２万

９，２００円 

 (4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ３

万６，０００円 

 (4) 令第３９条第１項第３号に掲げる者のう

ち、前号に該当しないもの ３万１，５０

０円 

 (5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ４

万５，０００円 

 (5) 令第３９条第１項第４号に掲げる者のう

ち、本人の合計所得金額が８０万円以下の
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新 旧 

もの ３万６，０００円 

 (6) 次のいずれかに該当する者 ５万４，０

００円 

 (6) 令第３９条第１項第４号に掲げる者のう

ち、前号に該当しないもの ４万５，００

０円 

  イ 地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２９２条第１項第１３号に規定す

る合計所得金額（以下「合計所得金額」

という。）が１２５万円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しないもの

  ロ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）第６条第２項に規定する要保護者

（以下「要保護者」という。）であっ

て、その者が課される保険料額について

この号の区分による額を適用されたなら

ば保護を必要としない状態となるもの

（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係

る部分を除く。）、次号ロ、第８号ロ、

第９号ロ又は第１０号ロに該当する者を

除く。） 

 (7) 次のいずれかに該当する者 ５万６，２

５０円 

 (7) 次のいずれかに該当する者 ５万４，０

００円 

  イ 合計所得金額が１９０万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しな

いもの 

  イ 合計所得金額が１２５万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しな

いもの 

  ロ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号

ロ、第９号ロ又は第１０号ロに該当する

者を除く。） 

  ロ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）第６条第２項に規定する要保護者

（以下「要保護者」という。）であっ

て、その者が課される保険料額について

この号の区分による額を適用されたなら

ば保護を必要としない状態となるもの

（令第３９条第１項第１号イ（(1)に係

る部分を除く。）、次号ロ又は第９号ロ

に該当する者を除く。） 

 (8) 次のいずれかに該当する者 ６万７，５

００円 

 (8) 次のいずれかに該当する者 ５万６，２

００円 

  イ 合計所得金額が２９０万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しな

  イ 合計所得金額が１２５万円以上１９０

万円未満であり、かつ、前各号のいずれ
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新 旧 

いもの にも該当しないもの 

  ロ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号

ロ又は第１０号ロに該当する者を除

く。） 

  ロ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（(1)に係る部分を除く。）又は次

号ロに該当する者を除く。） 

 (9) 次のいずれかに該当する者 ７万２，０

００円 

 (9) 次のいずれかに該当する者 ６万７，５

００円 

  イ 合計所得金額が５００万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しな

いもの 

  イ 合計所得金額が１９０万円以上５００

万円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの 

  ロ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（(1)に係る部分を除く。）又は次

号ロに該当する者を除く。） 

  ロ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（(1)に係る部分を除く。）に該当

する者を除く。） 

 (10) 次のいずれかに該当する者 ７万８，

７５０円 

  イ 合計所得金額が１，０００万円未満で

あり、かつ、前各号のいずれにも該当し

ないもの 

  ロ 要保護者であって、その者が課される

保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない

状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（(1)に係る部分を除く。）に該当

する者を除く。） 

 (11) 前各号のいずれにも該当しない者 ８

万３，２５０円 

 (10) 前各号のいずれにも該当しない者 ７

万８，７００円 

２ 略  

 （賦課期日後において第１号被保険者の資格

取得、喪失等があった場合） 

 （賦課期日後において第１号被保険者の資格

取得、喪失等があった場合） 
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新 旧 

第６条 略 第６条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第

１号イ（同号に規定する老齢福祉年金の受給

権を有するに至った者及び(1)に係る者を除

く。）、ロ若しくはニ、第２号ロ、第３号

ロ、第４号ロ、第５号ロ、第６号ロ、第７号

ロ、第８号ロ又は第９号ロに該当するに至っ

た第１号被保険者に係る保険料額は、当該該

当するに至った日の属する月の前月まで月割

により算定した当該第１号被保険者に係る保

険料額と当該該当するに至った日の属する月

から令第３９条第１項第１号から第９号まで

のいずれかに規定する者として月割により算

定した保険料額の合算額とする。 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第

１号イ（同号に規定する老齢福祉年金の受給

権を有するに至った者及び(1)に係る者を除

く。）、ロ及びハ、第２号ロ、第３号ロ、第

４号ロ又は第５号ロ（以下「被保護者等該当

規定」という。）に該当するに至った第１号

被保険者に係る保険料額は、当該該当するに

至った日の属する月の前月まで月割により算

定した当該第１号被保険者に係る保険料額と

当該該当するに至った日の属する月から月割

により算定した被保護者該当規定による保険

料額の合算額とする。 

４ 略 ４ 略 

   附 則    附 則 

 （地域における医療及び介護の総合的な確保

を推進するための関係法律の整備等に関する

法律（平成２６年法律第８３号）附則第１４

条に規定する介護予防・日常生活支援総合事

業等に関する経過措置） 

第８条 法第１１５条の４５第１項に規定する

介護予防・日常生活支援総合事業について

は、介護予防及び生活支援の体制整備の必要

性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平

成２７年４月１日から平成２９年３月３１日

までの間は行わず、平成２９年４月１日から

行うものとする。 

２ 法第１１５条の４５第２項第４号に掲げる

事業については、その円滑な実施を図るた

め、平成２７年４月１日から平成３０年３月

３１日までの間は行わず、平成３０年４月１

日から行うものとする。 

３ 法第１１５条の４５第２項第５号に掲げる
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新 旧 

事業については、その事業の実施に必要な準

備のため、平成２７年４月１日から平成３０

年３月３１日までの間は行わず、平成３０年

４月１日から行うものとする。 

４ 法第１１５条の４５第２項第６号に掲げる

事業については、その円滑な実施を図るた

め、平成２７年４月１日から平成３０年３月

３１日までの間は行わず、平成３０年４月１

日から行うものとする。 
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改 正 要 旨

１ 改正の趣旨

  介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改

正する政令（平成２６年政令第３９７号）及び介護保険法施行規則等の一部を改

正する省令（平成２６年厚生労働省令第１３５号）並びに第６期介護保険事業計

画の策定に伴い、介護保険料等の改定を行うと伴に、地域における医療及び介護

の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法

律第８３号）附則第１４条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等につい

て、経過措置を設けるため、条例を改正するものです。

２ 改正概要

 ○第２条関係（介護認定審査会の委員の定数）

委員の定数を１０人から１２人とします。

 ○第３条の２関係（市町村特別給付）

市町村特別給付のうち、介護保険在宅訪問理美容支援費を削除します。

 ○第４条関係（保険料率）

介護保険料段階の区分を、第５期までの全１０段階から全１１段階に変更する

と伴に、一部保険料率の改定を行います。（別紙参照）

 ○附則第８条関係（地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための

関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１４条に規

定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置）

介護予防・日常生活支援総合事業の各事業の実施日を定めます。

第１項 介護予防・日常生活支援総合事業 平成２９年４月１日から

第２項 在宅医療・介護連携推進事業 平成３０年４月１日から

第３項 生活支援・介護予防サービス事業 平成３０年４月１日から

第４項 認知症施策の推進事業 平成３０年４月１日から
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３ 施行期日

  平成２７年４月１日から施行します。
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段階
保険
料率

介護
保険料

段階
保険
料率

介護
保険料

差額

1
生活保護受給者
老齢福祉年金受給者

0.4 18,000

2 合計所得と課税年金収入の合計８０万円以下 0.4 18,000

3 合計所得と課税年金収入の合計１２０万円以下 0.65 29,200 2
合計所得と課税年金収入の合計１２０万円以下
＊Ｈ29年度　０．４０

0.65 29,200 0

4 合計所得と課税年金収入の合計１２０万円超 0.7 31,500 3
合計所得と課税年金収入の合計１２０万円超
＊Ｈ29年度　０．６５

0.7 31,500 0

5 合計所得と課税年金収入の合計８０万円以下 0.8 36,000 4 合計所得と課税年金収入の合計８０万円以下 0.8 36,000 0

6 合計所得と課税年金収入の合計８０万円超 1 45,000 5 合計所得と課税年金収入の合計８０万円超 1 45,000 0

7 合計所得金額１２５万円未満 1.2 54,000 6 合計所得金額１２５万円未満 1.2 54,000 0

8 合計所得金額１２５万円以上１９０万円未満 1.25 56,200 7 合計所得金額１２５万円以上１９０万円未満 1.25 56,200 0

8 合計所得金額１９０万円以上２９０万円未満 1.5 67,500 0

9 合計所得金額２９0万円以上５００万円未満 1.6 72,000 4,500

10 合計所得金額５００万円以上１，０００万円未満 1.75 78,700 0

11 合計所得金額１，０００万円以上 1.85 83,200 4,500

第５期 （Ｈ２４～H２６）　 基準月額３，７５０円

対　象　者 対　象　者

第６期 （Ｈ２７～H２９） 　基準月額３，７５０円　

1

生活保護受給者
老齢福祉年金受給者
合計所得と課税年金収入の合計８０万円以下
*H27・28年度　０．４
*H29年度　０．２５

0.45
(0.4）

町
民
税
非
課
税
世
帯

20,200
（18,000)

2,200

大　口　町　介　護　保　険　料　比　較　表

別　　紙

本
人
非
課
税

町
民
税
課
税
世
帯

町
民
税
本
人
課
税

町
民
税
非
課
税
世
帯

本
人
非
課
税

町
民
税
課
税
世
帯

町
民
税
本
人
課
税

9 合計所得金額１９０万円以上５００万円未満 1.5 67,500

10 合計所得金額５００万円以上 1.75 78,700


